
船橋市指定袋（家庭系ごみ袋）の認定基準 

（主旨） 

第１条 この基準は、船橋市の家庭系ごみ（資源ごみ・粗大ごみを除く）の排出に使用する市指定袋（以下

「指定袋」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（指定袋の種類） 

第２条 指定袋は、次条に規定する要件に適合する袋で、第４条第１項の規定により、市長の認定を受けて製

造されたものとする。 

２ 種類は、可燃ごみ用を１５㍑～４５㍑とし、不燃ごみ用を１５㍑～２０㍑とする。 

（指定袋の規格） 

第３条 指定袋は、次に掲げる規格のものとする。 

⑴ 材 質  低・高密度ポリエチレン、その他市が認める材質。 

⑵ 厚 み  ０．０２５㎜以上の厚みで、第４号に規定する強度に耐えうるもの。ただし、可燃ごみ用１

５㍑及び可燃ごみ用２０㍑に限り０．０２０㎜以上とする。 

⑶ 大きさ  可燃ごみ用 

縦  ５００mm  ５５０mm  ７００㎜  ８００㎜ 

横  ４００mm  ４５０mm  ５００㎜  ６５０㎜ 

容量  １５㍑   ２０㍑   ３０㍑   ４５㍑ 

不燃ごみ用 

縦  ５００mm  ６００mm    

横  ４００mm  ４００mm    

容量  １５㍑   ２０㍑     

※ その他市が認める大きさ 

※ 家庭用品品質表示法を準用 

⑷ 強 度  引張強度 

低密度 縦方向 １７０㎏ｆ／cm２以上  

横方向 １２０㎏ｆ／cm２以上 

高密度 縦方向 ３００㎏ｆ／cm２以上 

横方向 ２００㎏ｆ／cm２以上  

※ ＪＩＳ規格を準用 

⑸ 色及び透明度 内容物が目視で識別できる程度の透明性を有するもの 

可燃ごみ用 

低密度は白色の半透明とする。（着色率１％以下） 

高密度はナチュラルとする。 

不燃ごみ用 



  

低密度・高密度ともに透明とする。（高密度のナチュラルは認めない。） 

⑹ 印 刷  片面１色印刷とし、可燃ごみ用３０㍑及び可燃ごみ用４５㍑並びに不燃ごみ用１５㍑及び

不燃ごみ用２０㍑については別図１に、可燃ごみ用１５㍑用及び可燃ごみ用２０㍑につい

ては別図２に、包装用外袋については別図３にレイアウトを示す。（その他市が認めるレイ

アウト） 

可燃ごみ用の袋の印刷色は濃緑色とする。 

不燃ごみ用の袋の印刷色は赤色とする。 

ごみの区分を示す表記に、日本語のほか英語、中国語、韓国語、ベトナム語、スペイン語及

びネパール語を併記する。 

⑺ 袋の形態  可燃ごみ用１５㍑及び可燃ごみ用２０㍑については、Ｕ字型（取手付き）とする。 

その他の袋については、指定しない。 

⑻ 製造元等の表示 別図１・２・３に表示。（その他市が認めるもの。） 

⑼ 製袋加工精度  シール状態 空気を入れて外部より圧力を加えたとき、シール部より破けないこと。 

開口性   切り口を軽く左右に滑らすと簡単に開口すること。 

外 観   異物の付着、混入による汚れ、キズ等が無いこと。 

２ 指定袋は、包装用外袋から１枚毎に取り出せる形態とし、１セットの枚数は限定しない。 

（指定袋の認定） 

第４条 指定袋を製造しようとする者は、指定袋認定申請書（第１号様式）を提出し、市長の認定を受けなけ

ればならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 申請者が法人である場合には、定款または寄付行為及び登記簿謄本 

⑵ 申請者が個人である場合には、履歴書及び住民票 

⑶ 申請者の誓約書及び業務経歴書 

⑷ 販売ルート及び船橋市内の販売店一覧表（追加及び変更があった場合は速やかに報告する。） 

⑸ 袋の仕様及びサイズ等の図面等及び見本品 

⑹ 袋の引張強度算定表（公的機関発行の証明書等） 

⑺ 袋毎の販売予定価格一覧表 

⑻ 他都市の認定等を受けている場合は、認定書等の写し 

３ 第１項の申請を適当と認めた場合は、申請者に認定番号を付した認定書（第２号様式）を交付する。 

（認定の表示） 

第５条 第４条第３項の認定を受けた製造者等（以下「製造者等」という。）は、袋及び包装用外袋の表面に、

船橋市が認定する袋である旨の、認定番号及び製造者名を表示するものとする。 

 （製造品の提出） 

第６条 製造者等は、毎年９月３０日までに、製造品の種類ごとに直近の製造単位（ロット）で製造した指定



  

袋１冊（包装用外袋で梱包した商品）を、市長に提出するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合には、必要に応じて製造品を提出させることができる。 

（改善の指示） 

第７条 市長は、前条の規定により提出された袋が、第３条に規定する規格に適合しないと認めるときは、そ

の袋を製造した製造者等に対し、改善等の指示及び指導をするものとする。 

（認定の変更） 

第８条 認定の変更をする製造者等は、指定袋認定変更申請書（第３号様式）を提出し、市長の承認を受けな

ければならない。 

２ 市長は、前項の申請を適当と認めた場合は、申請者に通知する。 

３ 前項の通知は、軽微な変更については口頭により、番号変更については認定書の再交付により行う。 

４ 前項の規定により認定書の再交付を受けた製造者等は、ただちに元の認定書を市長に返還しなければなら

ない。 

（認定の取消） 

第９条  市長は、製造者等が虚偽の申請をした場合又は第６条の改善指示に従わない場合若しくは指導に従わ

ない場合は、指定袋認定取消書（第４号様式）により当該認定を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により認定の取消を受けた製造者等は、ただちに認定書を市長に返還しなければならない。 

（指定袋の廃止届） 

第１０条 製造者等が認定を受けた指定袋の製造を廃止しようとするときは、指定袋廃止届出書（第５号様

式）により市長に届け出なければならない。 

（製造者等の責務） 

第１１条 製造者等は、指定袋の製造、品質管理及び流通に十分留意し、円滑な販売が行われるように努めな

ければならない。 

２ 製造者等は、すべての種類の指定袋を製造し、及び流通させるよう努めなければならない。 

３ 製造者等は、全市的な普及と市民の購入の利便を図るため、市内の販売店を確保するものとする。 

（その他） 

第１２条 この認定基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この基準は、平成９年７月２８日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成９年１２月１７日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成１４年１月１１日から施行する。 

附 則  

(施行期日) 



  

１ この基準は、平成２７年１２月２８日から施行する。 

(経過措置) 

２ 施行１年以内を経過措置期間とし、改正前の認定を改正後の認定とみなす。また、改正前の認定を受けた

製造者等は、第４条第２項第５号の書類を経過措置期間終了までに提出することにより、経過措置期間終了

後も改正後の認定を受けたものとみなす。 

附 則 

(施行期日) 

１ この基準は、令和元年１２月２日から施行する。 

(経過措置) 

２ 施行日から令和２年３月３１日までを経過措置期間とし、改正前の認定を改正後の認定とみなす。また、

改正前の認定を受けた製造者等は、第４条第２項第５号に規定する書類等を経過措置期間終了日までに提出

することにより、経過措置期間終了後も改正後の認定を受けたものとみなす。 

   附 則 

 この基準は、令和２年１０月６日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この基準は、令和４年７月１日から施行する。ただし、附則第５項の規定は、同年３月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この基準の施行の際現に改正前の船橋市指定袋（家庭系ごみ袋）の認定基準（以下「改正前の基準」という。）

の規定により認定を受けた指定袋（可燃ごみ用３０リットル及び可燃ごみ用４５リットル並びに不燃ごみ用

１５リットル及び不燃ごみ用２０リットルに限る。）は、改正後の船橋市指定袋（家庭系ごみ袋）の認定基準

（以下「改正後の基準」という。）の規定により認定を受けたものとみなす。 

３ この基準の施行の際現に改正前の基準の規定により認定を受けた指定袋（可燃ごみ用３０リットル及び可

燃ごみ用４５リットル並びに不燃ごみ用１５リットル及び不燃ごみ用２０リットルを除く。）は、この基準

の施行の日から令和４年１２月３１日までの間、改正後の基準の規定により認定を受けたものとみなす。 

４ 改正前の基準の規定による認定を受けた製造者等が、新たに可燃ごみ用１５リットル及び可燃ごみ用２０

リットルの認定を受けようとする場合は、改正後の基準第４条第２項第５号及び第６号に規定する書類を令

和４年１２月３１日までに提出することにより改正後の基準第４条第１項に規定する申請書の提出に代える

ことができる。 

 (準備期間) 

５ 附則第４項に規定する手続は、この基準の施行前においても行うことができる。 

附 則 

この基準は、令和５年３月１０日から施行する。 



  

（第１号様式） 

  年  月  日 

認定番号      号 

指 定 袋 認 定 申 請 書 

 

船橋市長  あて 

 

住 所                  

 

氏 名                  

 

下記の袋が、船橋市指定袋（家庭系ごみ袋）の認定基準に適合しているものであることの認定を受けたいの

で、関係書類及び見本を添えて申請します。 

 

記 

 

１．袋の内容 

材 質 （ 再 生 ） （１）低密度ポリエチレン 

(該当番号を○で囲んで下さい) （２）高密度ポリエチレン 

厚 み ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 

強度（引張強度） 

縦方向    ㎏f／cm２ 縦方向    ㎏f／cm２ 縦方向    ㎏f／cm２ 縦方向    ㎏f／cm２ 

横方向    ㎏f／cm２ 横方向    ㎏f／cm２ 横方向    ㎏f／cm２ 横方向    ㎏f／cm２ 

大 き さ 

容量      ㍑ 容量      ㍑ 容量      ㍑ 容量      ㍑ 

縦       ㎜ 縦       ㎜ 縦       ㎜ 縦       ㎜ 

横       ㎜ 横       ㎜ 横       ㎜ 横       ㎜ 

商 品 見 本 別添のとおり 



  

２．申請者 

本社所在地     都・道・府・県 

 

（〒   －    ）  電話番号    －    －     

業 種 １．製造業  ２．製袋業 資本金 従業員数 

３．その他（業種を記載のこと         ） 

連絡先（申込手続・袋の製造販売等の諸業務を担当する連絡先） 

会社名 

所在地 

部課名 

役職名         氏  名 

（〒   －    ）  電話番号    －    －    FAX    －    －     

３．年間生産等の予定数量 

容量 数量 容量 数量 容量 数量 

容量 数量 容量 数量 容量 数量 

主たる製造場所 

（１）工 場 名 

（２）住 所 

（３）電 話 番 号 

４．外国等から 

輸入の場合 

（１）製造会社名 

（２）所 在 地 

（３）生産予定数量 

（４）輸入予定数量 

５．製造段階での環境汚染防

止対策 

 

６．製品が廃棄物となった場

合の処理方法 

 

７．製品のエネルギー・資源

の使用に関する配慮 

 

８．製品の品質・安全性への

措置 

 



  

（第２号様式） 

 

認 定 書 

 

年  月  日  

 

様 

 

船 橋 市 長   

 

貴社が申請した袋は、船橋市指定袋（家庭系ごみ袋）の認定基準に規定する基準に適合しているので、 

下記のとおり認定いたします。 

 

記 

 

１．認定年月日             年   月   日 

２．認定番号                      号 

３．認定規格    １ 材  質    再生・ポリエチレン 

２ 厚  み           ㎜ 

３ 強  度    縦方向    ㎏ f／cm２ 

（引張強度）   横方向    ㎏ f／cm２ 

４ 大きさ     容量     ㍑ 

          縦      ㎜ 

          横      ㎜ 

４．製造者名 

 

                                             

※ 認定基準に定める表示をすること。 

認定基準または表示以外の製造、販売等を行った場合は、認定を取り消すことがあります。 



  

（第３号様式） 

年  月  日 

認定番号      号 

指 定 袋 認 定 変 更 申 請 書 

 

船橋市長  あて 

 

住 所                  

氏 名                  

連絡先      担当者         

船橋市指定袋（家庭系ごみ袋）の認定基準に適合し、認定番号を取得しましたが、下記により変更したいの

で、（関係書類・見本等を添えて）変更申請します。 

記 

１．変更内容（変更箇所のみを記載して下さい） 

（１）低密度ポリエチレン（再生） 

製 作 形 態 ・平袋    ・Ｕ袋    ・両方の作成 

厚 み ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 

強度（引張強度） 
縦方向    ㎏f／cm２ 縦方向    ㎏f／cm２ 縦方向    ㎏f／cm２ 縦方向    ㎏f／cm２ 

横方向    ㎏f／cm２ 横方向    ㎏f／cm２ 横方向    ㎏f／cm２ 横方向    ㎏f／cm２ 

大 き さ 

容量      ㍑ 容量      ㍑ 容量      ㍑ 容量      ㍑ 

縦       ㎜ 縦       ㎜ 縦       ㎜ 縦       ㎜ 

横       ㎜ 横       ㎜ 横       ㎜ 横       ㎜ 

 

（２）高密度ポリエチレン（再生） 

製 作 形 態 ・平袋    ・Ｕ袋    ・両方の作成 

厚 み ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 

強度（引張強度） 
縦方向    ㎏f／cm２ 縦方向    ㎏f／cm２ 縦方向    ㎏f／cm２ 縦方向    ㎏f／cm２ 

横方向    ㎏f／cm２ 横方向    ㎏f／cm２ 横方向    ㎏f／cm２ 横方向    ㎏f／cm２ 

大 き さ 

容量      ㍑ 容量      ㍑ 容量      ㍑ 容量      ㍑ 

縦       ㎜ 縦       ㎜ 縦       ㎜ 縦       ㎜ 

横       ㎜ 横       ㎜ 横       ㎜ 横       ㎜ 



  

（第４号様式） 

 

指 定 袋 認 定 取 消 書 

 

年  月  日  

 

様 

 

船 橋 市 長   

 

 

貴社が、認定を受けた袋は船橋市指定袋（家庭系ごみ袋）の認定基準に適合しませんので、下記のとおり認

定の取り消しをします。 

 

記 

 

１．認定年月日             年   月   日 

２．認定番号                      号 

３．取消年月日             年   月   日 

４．取消理由         □ 認定基準に違反した。 

                 □ 認定基準の改善指示に従わない。 

                 □ 市長の指示及び指導に従わない。 

                 □ 虚偽の申請。 

                 □ その他 

 

 

 

 

 

 

 



  

（第５号様式） 

年  月  日  

指定袋認定廃止届出書 

 

船橋市長  あて 

 

住 所                  

 

氏 名                  

 

 

 

当社が認定を受けた袋は船橋市指定袋（家庭系ごみ袋）の認定基準に適合しなくなりましたので、 

下記のとおり認定廃止の届出をいたします。 

なお、認定を取り消された後、異議の申出は一切いたしません。 

 

記 

 

１．認定年月日             年   月   日 

２．認定番号                      号 

３．廃止年月日             年   月   日 

４．廃止理由 

 

                                                  

 

５．届出者（連絡先） 会社名 

所在地 

部課名 

役職名         氏名 

（〒   －    ）  電話番号    －    －     

 



  

船橋市指定ごみ袋（家庭用）       （認定番号    号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（製造業者名）     取扱上の注意！ 

警告・この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。       

幼児や子供の手の届かないところに保管してください。           

注意・突起のあるものをいれると材質上破れることがありますのでご注意ください。 

可燃物ですので火のそばに置かないでください。              

（別図１）可燃ごみ用３０㍑・可燃ごみ用４５㍑・不燃ごみ用１５㍑・不燃ごみ用２０㍑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃ごみ 

 

 

◎昼間収集区域は朝８：３０までに出しましょう。 

◎夜間収集区域は夜７：３０までに出しましょう。 

◎決められた指定日の朝８：３０までに出しましょう。 

 

 

又は「不燃ごみ」 

 

可燃ごみ用 

不燃ごみ用 

○○ ℓ  

容量表示 

（ Burnable garbage・可燃垃圾・가연쓰레기・Rác cháy được 

Basura combustible・जलाउन सकिने फोहोरहरू ） 

 

 

不燃ごみの場合は、 

（Non-burnable garbage 

・不燃垃圾・불연쓰레기 

・Rác không cháy 

・Basura no combustible 

・जलाउन नसकिने फोहोर ) 

http://cjjc.weblio.jp/content/%E5%9E%83%E5%9C%BE
http://cjjc.weblio.jp/content/%E5%9E%83%E5%9C%BE


  

（別図２）可燃ごみ用１５㍑・可燃ごみ用２０㍑（Ｕ字型 取手付き） 

 

 ←取手部→         

           →取手間の内巾←   ↓   

     加   

     工   

            ←加工工程に   巾   

              よりない場   ↑   

              合あり     

                  

      

      ↓ 

      縦 

      ↑ 

  ガゼット巾     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

               

      

        

     

         

                                    →（仕上巾）← 

      (1) ロゴマークの大きさは１０cm以上（緑色）とすること。 

      (2) 認定番号をロゴマークの下に明記すること。 

              (3) ガゼット巾、取手部、取手間の内巾、加工巾は自由とする。 

ただし、取手についてはレジ袋としての使用に耐えうる強度を保つものとし、申請時にサイ 

ズを図面に明記すること。 

(4) バーコードの表示は任意とし、表示する場合には外装袋のバーコード読み取り時に、誤って 

指定袋のバーコードを読み取ることがないように包装すること。 

                

      参考 

   縦   横    （仕上巾） ｶﾞｾﾞｯﾄ巾取手部 取手間の内巾 加工巾  単位  

   １５㍑ 

（東日本３０号に準ずる） 

５００ ４００ （２６０）   ７０   ５５     １５０ １３０ （mm）  

 ２０㍑ 

（東日本４５号に準ずる） 

５５０ ４５０ （３１０） ７０  ５５   ２００ １３０ （mm）  

容量表示 

バーコード（任意） 



  

（別図３）包装用外袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認定番号    号） 

 

船橋市指定ごみ袋（家庭用） 

  可燃ごみ用  

 

 

 

４５ℓ ○○枚入 

 

 

 

 

 

 

 

再生原料使用                  （製造業者名） 

袋の形態を判り易く表示

する。 

（例：平袋、Ｕ型、手持

ち型等） 

家庭用品品質表示法に

よる表示事項を表示す

る。 

又は「不燃ごみ用」 

（ Burnable garbage・可燃垃圾・가연쓰레기・Rác cháy được 

Basura combustible・जलाउन सकिने फोहोरहरू ） 

不燃ごみの場合は、 

（Non-burnable garbage 

・不燃垃圾・불연쓰레기 

・Rác không cháy 

・Basura no combustible 

・जलाउन नसकिने फोहोर） 

再生原料を使用する

場合は表示。 

１５ℓ～４５ℓ 

（可燃ごみ） 

１５ℓ～２０ℓ 

（不燃ごみ） 
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